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「歴史」
に

に
ほん

三章

「原始」と「古代」一節=

さん しょう

げん し こ だい

◇「縄
じょう

文
も ん

時
じ

代
だ い

」と「弥生
や よ い

時代」◇ 

平成
へいせい

23 年(2011 年)11 月 、沖
おき

縄
なわ

県
けん

石
いし

垣
がき

島
じま

の洞
どう

穴
けつ

から 出
しゅつ

土
ど

した 人
じん

骨
こつ

の 一
いち

部
ぶ

が 、2万
まん

4千
せん

年
ねん

前
まえ

のもの と 確
かく

認
にん

された。  
日本人 の 原

げん

型
けい

は、三
さん

大
だい

人
じん

種
しゅ

区
く

分
ぶん

の一
ひと

つ、モ ンゴロ イドと 呼
よ

ばれ る 類
るい

モンゴ ル 人 種 群
ぐん

だ 。黄
おう

褐
かっ

色
しょく

の皮
ひ

膚
ふ

と 黒
こっ

褐
かっ

色
しょく

の髪
かみ

が 特
とく

徴
ちょう

だ。その 後
ご

、紀
き

元
げん

前
ぜん

3世
せい

紀
き

以
い

降
こう

に渡
と

来
らい

し た 新
しん

モ ン ゴ ロ イ

ドとの 混
こん

血
けつ

を 繰
く

り返
かえ

して、 現
げん

在
ざい

の日 本人が 形成
けいせい

された 。  
 日

に

本
ほん

列
れっ

島
とう

は 今
いま

から 約
やく

1 万年前 、 海
かい

面
めん

の 上
じょう

昇
しょう

で大
たい

陸
りく

から 切
き

り 離
はな

されて 島
しま

国
ぐに

になっ た。  
人々
ひとびと

は土器
ど き

を 使
つか

うように なっ てい た。土器 の 多
おお

くが 縄
なわ

を巻
ま

きつ けて 作
つく

られたた め、縄
なわ

目
め

の

模
も

様
よう

がつい たこと から 縄
じょう

文
もん

土器 と呼
よ

ばれ るよう にな った 。  
紀元前 3 世紀 頃

ごろ

まで の 約 8 千 年 間
かん

を「縄 文 時 代」とい う。  
それ 以

い

前
ぜん

は 旧
きゅう

石
せっ

器
き

時代だ。人
ひと

は、狩
しゅ

猟
りょう

、 漁
りょう

、 植
しょく

物
ぶつ

の 採
さい

取
しゅ

で 生
せい

活
かつ

し 、竪
たて

穴
あな

式
しき

住
じゅう

居
きょ

で 定
てい

住
じゅう

生活を 始
はじ

めた。  
今も「 縄文時 代」 の 貝

かい

塚
づか

(古
こ

代
だい

人
じん

が食
た

べた 貝
かい

の 殻
から

の層
そう

)が 数
かず

多
おお

く残
のこ

って いる。 

 紀元 前 3 世 紀か ら紀 元 3 世 紀頃ま での 約 600 年間 が「弥 生 時 代 」。  

大陸や 朝
ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

から人 々が 移
うつ

り 住
す

み、九
きゅう

州
しゅう

北
ほ く

部
ぶ

に稲
いな

作
さく

や、鉄
てつ

や 青
せい

銅
どう

な ど の 金
きん

属
ぞく

器
き

が 伝
つ た

わ

った。20戸
こ

～30 戸の 集
しゅう

落
らく

が 現
あらわ

れ、 新
あたら

しい生活 と 文
ぶん

化
か

が始
はじ

まっ た。  
しかし 、農

のう

耕
こう

社
しゃ

会
かい

の成
せい

立
りつ

によっ て、人々の 間
あいだ

に 貧
ひん

富
ぷ

の差
さ

が 生
しょう

じる よう に な り 、支
し

配
はい

者
しゃ

が

出
しゅつ

現
げん

した。  
そ の 頃 の 飾

かざ

り の 少 な い 素
す

焼
や

き の 土
ど

器
き

が 明
めい

治
じ

17 年(1884 年)に 東 京 都 文
ぶん

京
きょう

区
く

弥生
や よ い

の 遺
い

跡
せき

から 発見
はっけん

された。 その ため 、「土器 」と 「時代 」 に、「弥 生」 の 名
な

前
まえ

が付
つ

いた 。  
             

             ◇「邪
や

馬
ま

台
た い

国
こ く

」◇ 

やがて 、 各
かく

地
ち

に大きな 集落 が生
う

まれ 、それ ぞれ が 小
しょう

国
こく

として 形
けい

成
せい

された。  
中

ちゅう

国
ごく

の歴
れき

史
し

書
しょ

「 漢
かん

書
じょ

」には、「 倭
わ

人
じん

(当
とう

時
じ

の中国 では、日本 人のこ とを 倭人と 呼
よ

ん で い た)

の社会 は 百
ひゃく

余
よ

国
こく

に分
わ

かれて いた 」と 書
か

かれてい る 。  
 西暦

せいれき

57 年 に、現
げん

在
ざい

の福
ふく

岡
おか

市
し

付
ふ

近
きん

にあっ た「奴
なの

国
くに

」の 王
おう

者
じゃ

の 使
し

者
しゃ

が 後
ご

漢
かん

の 都
みやこ

、洛陽
らくよう

に 赴
おもむ

いたと 言われ る。そ の 時、光
こう

武
ぶ

帝
てい

から 授
さず

かった と 考
かんが

えら れる「 金
きん

印
いん

」が福岡市 志
し

賀
かの

島
しま

で 発見
はっけん

された。「金 印」に は 「 漢
かんの

倭
わの

奴
なの

国王
こくおう

」の 5
いつ

つの 文字
も じ

が刻
きざ

まれ てい る。    
中国は 220 年 に後漢 が 滅

ほろ

び、 魏
ぎ

・呉
ご

・ 蜀
しょく

の三
さん

国
ごく

時
じ

代
だい

を迎
むか

えた 。  
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この時 代に書 かれ た歴 史書「 三
さん

国
ごく

志
し

」の「 魏
ぎ

志
し

倭
わ

人
じん

伝
でん

」に は、『｢倭
わ

国
こく

｣(日本)で は 2 世

紀の 終
お

わり 頃
ごろ

、30 ほど の 小
しょう

国
こく

が 争
あらそ

いを 続
つづ

けてい た』 とあ る。  
最

もっと

も 強
きょう

大
だい

だっ た「 邪
や

馬
ま

台
たい

国
こく

」が 諸
しょ

国
こく

の争
そう

乱
らん

を 収
おさ

めた。 共
きょう

同
どう

の王
おう

とし て 支
し

配
はい

し た の が 女
じょ

王
おう

「 卑
ひ

弥
み

呼
こ

」だ。239 年に 、そ の「卑 弥呼 」が 魏
ぎ

の 皇
こう

帝
てい

に送
おく

っ た 使
し

者
しゃ

は「 親
しん

魏
ぎ

倭
わ

王
おう

」の 称
しょう

号
ごう

と「 100枚
まい

の 銅
どう

鏡
きょう

」を 贈
おく

られ た 。  
「邪馬 台国」 の 所

しょ

在
ざい

地
ち

につい て、 近
きん

畿
き

地方
ち ほ う

の大和(今の 奈良
な ら

県
けん

)とす る「 畿
き

内
ない

(近
きん

畿
き

)説
せつ

」

と、 九 州
きゅうしゅう

北
ほく

部
ぶ

とする「 九州 説」 の 二
ふた

つに 分
わ

かれ、 論争
ろんそう

が続 いて いる。  
キーワ ードが 、「 三角

さんかく

縁
ぶち

神
しん

獣
じゅう

鏡
きょう

」だ。「三 角縁 神獣鏡 」とは 、 直
ちょっ

径
けい

20 ㌢～30 ㌢ の 大
おお

型
がた

の銅
どう

で 作
つく

られた 鏡
かがみ

。神
かみ

と 不
ふ

思
し

議
ぎ

な 獣
けもの

の 文
もん

様
よう

を持
も

ち、 縁
ふち

の断面
だんめん

が 三角形
さんかっけい

をしてい る。  
平成 10 年(1998 年)1 月、「三 角縁 神獣鏡 」 が奈

な

良
ら

県
けん

天
てん

理
り

市
し

の 黒
くろ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

か ら 32枚
まい

発
はっ

見
けん

さ

れ、論 争に 一
いっ

石
せき

を投
とう

じた 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                三
さ ん

角
か く

縁
ぶ ち

神
し ん

獣
じゅう

鏡
きょう

               

「畿内 説」 の 根拠
こんきょ

は、「卑 弥呼が 魏の 皇帝か らも らった 銅
どう

鏡
きょう

は三 角縁神 獣鏡 」と い う考

えから、「 邪馬 台国が 近畿に あった」と い う 主
しゅ

張
ちょう

や、古
こ

墳
ふん

時代 の始ま りで あ る 箸
はし

墓
はか

古
こ

墳
ふん

(奈

良県 桜
さくら

井
い

市
し

)が「 卑弥呼 」の 死
し

亡
ぼう

時
じ

期
き

と 重
かさ

なる 240 年～260 年に 築
ちく

造
ぞう

された 、と い う 研
けん

究
きゅう

などだ 。  

 一方
いっぽう

、「九 州説 」は、「卑 弥呼が もらっ た銅 鏡は 、三角 縁神獣 鏡と は 別
べつ

のものだ から、 三

角縁神 獣鏡が 畿内 説を 裏
うら

付
づ

けるこ とには なら ない 」とい う。  
 「三 角縁 神獣 鏡 」は これま で、 京

きょう

都
と

府
ふ

、大
おお

阪
さか

府
ふ

などの 近 畿を 中
ちゅう

心
しん

に九州か ら 東
とう

北
ほく

地
ち

方
ほう

に

かけて 、 約
やく

500枚
まい

が 出
しゅつ

土
ど

した 。  
また、「 卑弥 呼がも ら った銅 鏡は 100 枚だ け 。それ 以

い

上
じょう

の三角 縁神 獣鏡 は日本 で 製造
せいぞう

さ

れたも の」と いう「九 州説」に対し て、「畿 内説」は「 当
とう

時
じ

、貴
き

重
ちょう

だった銅 を使
つか

っ て 何
なん

百
びゃく

枚
まい

もの 鏡
かがみ

を作
つく

るのは 、邪 馬台 国 以
い

外
がい

に 考
かんが

えられな い」 とい う。  
なお、 中国で は、「 三 角縁神 獣鏡 」 はま だ 1 枚も 発見

はっけん

されてい ない 。  
 2009 年には 、奈 良 県桜井 市の 纏

まき

向
むく

遺
い

跡
せき

で 3 世紀 前半
ぜんはん

の大型
おおがた

建物
たてもの

跡
あと

が見
み

つか り、「 卑弥 呼

の 宮
きゅう

殿
でん

では ないか 」と 話
わ

題
だい

にな った。  
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      ◇「大和
や ま と

政権
せ い け ん

」と「古
こ

墳
ふ ん

時代」◇ 

 鉄
てつ

製
せい

の 農
のう

具
ぐ

や武
ぶ

器
き

の 生
せい

産
さん

が盛
さか

んにな り、稲の 収
しゅう

穫
かく

も増
ふ

え、豊
ゆた

かに なった それ ぞ れ の 国
くに

は 、

互
たが

いに 争
あらそ

い、 次
し

第
だい

に強
つよ

い国に よっ て統
とう

一
いつ

され た。  
3 世紀から 4 世 紀にか けて、 大和

や ま と

地
ち

方
ほう

(今の 奈良県)と その 周
しゅう

辺
へん

の有
ゆう

力
りょく

な 支
し

配
はい

者
しゃ

で あ る

豪族
ごうぞく

たちは 「大和 政権 」 を つくっ た。  
「大和 政権」は、｢倭

わ

国
こく

｣(日本)の「大 王（ おき み）」を 天
てん

皇
のう

とし て 擁
よう

立
りつ

し、4 世紀 後半
こうはん

か

ら 5 世 紀まで に、関
かん

東
とう

地
ち

方
ほう

から 九
きゅう

州
しゅう

中
ちゅう

部
ぶ

までほ とんど の 豪
ごう

族
ぞく

を 従
したが

えた 。わが 国 最
さい

初
しょ

の

統
とう

一
いつ

政
せい

権
けん

が大和
や ま と

朝
ちょう

廷
てい

だ。  
 中国 ・ 朝

ちょう

鮮
せん

との外
がい

交
こう

は、 大和 朝廷が 中心に なっ て行 った。  
5 世紀に は中 国の 漢

かん

字
じ

が 使
つか

われ、漢 字の「 音
おん

」で 日本 人の 名
な

や地
ち

名
めい

を 書
か

き 表
あらわ

した。  
6 世紀に は、中国・朝 鮮 半

はん

島
とう

を 経
へ

て、儒
じゅ

教
きょう

の書
しょ

物
もつ

や仏
ぶっ

教
きょう

の 教
きょう

典
てん

、さら に仏像
ぶつぞう

が 伝
つた

え ら

れた。  

朝鮮半 島では 高
こう

句
く

麗
り

・ 百済
く だ ら

・新羅
し ら ぎ

が 勢
せい

力
りょく

を持
も

ち、中 国で は 581 年 に 隋
ずい

が支
し

配
はい

した 。  
4 世紀 初

しょ

頭
とう

に作
つく

られ た大 きな 墓
はか

を古
こ

墳
ふん

とい う。地 方の豪 族 ら有
ゆう

力
りょく

者
しゃ

をま つる墓 だっ た が 、

次
し

第
だい

に王
おう

の 権
けん

威
い

や勢
せい

力
りょく

の 強
つよ

さを示
しめ

すも のと なった 。  
中国や 朝鮮と 同じ 円

えん

墳
ふん

《 土
つち

を半
はん

球
きゅう

形
けい

にまる く 盛
も

った墓
はか

》や 方墳
ほうふん

《土 を四
し

角
かく

に盛 っ た 墓 》

もある が、西
にし

日
に

本
ほん

を中心に 大
だい

規
き

模
ぼ

な 前
ぜん

方
ぽう

後
こう

円
えん

墳
ふん

《前
まえ

が四
し

角
かく

形
けい

で、 後
うしろ

がまる い墓》が 多 く 作

られた 。  

3 世紀 後半
こうはん

から 7 世紀ま で の約 400 年 間
かん

を「古墳 時 代」と 呼
よ

ぶ。  
        

        ◇「飛鳥
あ す か

時代」と「聖
しょう

徳
と く

太
た い

子
し

」◇ 

仏教は、「 飛鳥
あ す か

(今の奈 良県・奈良 盆
ぼん

地
ち

)」に あっ た 朝
ちょう

廷
てい

の保
ほ

護
ご

を受
う

け て 発
はっ

展
てん

し 、飛鳥
あ す か

文
ぶん

化
か

として 栄
さか

えた。 6 世 紀 末
まつ

から 7 世 紀 前半
ぜんはん

までを「 飛鳥 時代」 と 呼
よ

ぶ。  
「大和 政権 」を つくっ た豪族 たちは 土地

と ち

や 農民
のうみん

の支
し

配
はい

をめ ぐって 激
はげ

しく 対
たい

立
りつ

し 、政
せい

情
じょう

不
ふ

安
あん

が高
たか

まっ た。  
最
さい

初
しょ

の女
じょ

帝
てい

とし て 即
そく

位
い

した推
すい

古
こ

天
てん

皇
のう

は 592 年 、甥
おい

の「聖 徳 太 子 」(574 年～622 年)に 、国
こく

政
せい

の改
かい

革
かく

を 担
たん

当
とう

させた。「聖 徳太 子」は 、中 央の 豪
ごう

族
ぞく

の主
しゅ

導
どう

権
けん

争
あらそ

いを 鎮
しず

めるた め 、 天 皇 中

心の 中
ちゅう

央
おう

集
しゅう

権
けん

国
こっ

家
か

を目
め

指
ざ

した 政
せい

治
じ

改
かい

革
かく

を行っ た。  
「聖徳 太子」は、603 年に「 冠

かん

位
い

十
じゅう

二
に

階
かい

の 制
せい

」を定
さだ

め、604 年に「 十
じゅう

七
しち

条
じょう

憲
けん

法
ぽう

」を 制
せい

定
てい

した。  
 「冠位 十二 階の制 」は、 朝

ちょう

廷
てい

内
ない

の地
ち

位
い

をはっ きりさ せ るため、「 徳
とく

・仁
じん

・礼
れい

・信
しん

・義
ぎ

・智
ち

」

の六
むっ

つを、それぞ れ 大
だい

と 小
しょう

に 分
わ

けて「十 二階」と し、 冠
かんむり

の色
いろ

を「 紫
むらさき

、青
あお

、赤
あか

、黄
き

、白
しろ

、

黒
くろ

」と 濃
のう

淡
たん

で区
く

別
べつ

した。 各
かく

人
じん

の 才
さい

能
のう

や功
こう

績
せき

に 応
おう

じて冠
かん

位
い

が決 められ 、 後
のち

に、中 央 ・ 地 方 の

役人に 与
あた

えられ た 位
い

階
かい

制
せい

度
ど

の起
き

源
げん

とな った。  
 「 和

わ

を以
もっ

て 貴
とうと

しとなし 」に 始
はじ

まる「 十七 条 憲法 」は 、仏
ぶっ

教
きょう

を 敬
うやま

うこと、国
こっ

家
か

の中 心 と

しての 天皇に 服
ふく

従
じゅう

する こと 、を 強
きょう

調
ちょう

した。  
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 中国 の「 隋
ずい

」と 国交
こっこう

を 開
ひら

き、607 年に は 廷
てい

臣
しん

( 朝
ちょう

廷
てい

に仕
つか

える 者
もの

)・小野
お の の

妹
いも

子
こ

を 遣
けん

隋
ずい

使
し

と し

て中国 に 派
は

遣
けん

し、中 国文化 を導
どう

入
にゅう

した 。多 くの 留
りゅう

学
がく

生
せい

や 学
がく

問
もん

僧
そう

が 同
どう

行
こう

し 、後
のち

の「 大
たい

化
か

の 改
かい

新
しん

」など の改革 に大 きな 役
やく

割
わり

を果
は

たし た。  
現
げん

存
そん

する 世
せ

界
かい

最
さい

古
こ

の木
もく

造
ぞう

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

である 法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

(斑鳩
いかるが

寺
でら

)は 607 年、「聖 徳太 子」に よ っ て

創建
そうけん

された 。  
 

◇「大
た い

化
か

の改
か い

新
し ん

」と「大
た い

宝
ほ う

律
り つ

令
りょう

」◇ 

 中国 では 618 年に 隋
ずい

が 滅
ほろ

び、唐
とう

が興
おこ

った 。日 本では 、「聖徳 太子 」の 死
し

後
ご

、豪
ごう

族
ぞく

た ち の 争
あらそ

いが 一
いっ

層
そう

激
はげ

しくなり 、 強
きょう

力
りょく

な国家 を建
けん

設
せつ

しよ うとす る 動
うご

きが 強
つよ

まった。  
 645 年 に、中 臣

なかとみの

鎌
かま

子
こ

(古代
こ だ い

の 氏
し

族
ぞく

。後
のち

の 藤 原
ふじわらの

鎌足
かまたり

)や 中
なかの

大兄
おおえの

皇
おう

子
じ

(後の 天
てん

智
じ

天皇)は 、「 土
と

地
ち

は国家 の 所
しょ

有
ゆう

とする 」、「 戸
こ

籍
せき

を 作
つく

り、 一
いっ

定
てい

の土地 を 授
さず

ける 班 田 収 授 法
はんでんしゅうじゅのほう

を定
さだ

め る」、「 地

方の 行
ぎょう

政
せい

区
く

画
かく

を定め る」な ど、 中央集 権国 家 のあ り 方
かた

を示した 。こ の 年
とし

、初
はじ

め て 「 元
げん

号
ごう

」

を採
さい

用
よう

し、「 大
たい

化
か

」と した 。孝
こう

徳
とく

天皇 の下
もと

で 、天 皇中心 の 政
せい

治
じ

体
たい

制
せい

を 目
め

指
ざ

し た 一
いち

連
れん

の 改
かい

革
かく

を

「大 化 の 改 新 」という 。  

 文
もん

武
む

天皇 の 701 年(大
たい

宝
ほう

元
がん

年
ねん

)に、班田収 授法な どを 盛
も

り 込
こ

んだ政治 と 行
ぎょう

政
せい

の 新 し い 仕
し

組
く

みを定 めた 「大 宝律 令 」とい う 法
ほう

律
りつ

が制
せい

定
てい

され 、国 家 の 形
かたち

を 整
ととの

えた。「 律
りつ

令
りょう

」の「律 」

は現在 の 刑法
けいほう

、「 令
りょう

」は 行
ぎょう

政
せい

法
ほう

、民
みん

法
ぽう

、 商
しょう

法
ほう

に当
あ

たる 。  
708 年（ 和

わ

同
どう

元
がん

年
ねん

）に 、日本 で 最初の 流
りゅう

通
つう

貨
か

幣
へい

である 「 和
わ

同
どう

開
かい

珎
ちん

」が 鋳
ちゅう

造
ぞう

・発
はっ

行
こう

され

た。直
ちょっ

径
けい

24 ㍉ 前
ぜん

後
ご

の 円
えん

形
けい

で、中
ちゅう

央
おう

に一
いっ

辺
ぺん

が約 7 ㍉の 正
せい

方
ほう

形
けい

の穴
あな

が 開
あ

いてい る 。表
ひょう

面
めん

に 、

時
と

計
けい

回
まわ

りに「 和同開 珎」 と書 かれて いる。 銀
ぎん

銭
せん

が発 行さ れ た 後
あと

、銅
どう

銭
せん

の鋳造 が始 まっ た。  
 
 
 
 
 
 
 
 

                 和
わ

同
ど う

開
か い

珎
ち ん

 

 なお、「日 本」を 名乗
な の

るように なった のは 、｢大宝律 令｣(701 年)か らと言 われて いる 。し

かし、2011 年に 、中 国 ･西安
せいあん

で見つか った 678 年作
さく

の 墓
ぼ

誌
し

(故
こ

人
じん

の事
じ

績
せき

を 刻
きざ

ん で 墓
はか

に 収
おさ

め

た石
せき

板
ばん

)に「日本 」と いう 文字が あるこ とが 明
あき

らか にされ た。これが 確認
かくにん

され れば、670 年

代
だい

に「 倭
わ

国
こく

」から「 日本 」に 代
か

わった ことに なる 。  
 

◇「奈
な

良
ら

時代」◇  
 8 世紀 に 入

はい

ると、「 遣
けん

唐
とう

使
し

」に よって「 唐
とう

」の進
すす

んだ 文化 がもた らされ 、710 年 に 朝
ちょう

廷
てい

は  
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「唐」 の 都
みやこ

、 長
ちょう

安
あん

(現
げん

在
ざい

の西
せい

安
あん

)にな ら って、 大
だい

規
き

模
ぼ

な都 を 築
きず

いた。 都 を、 藤原
ふじわら

京
きょう

(現 在

の奈良 県 橿
かし

原
はら

市
し

付
ふ

近
きん

)から 平
へい

城
じょう

京
きょう

(現在の 奈良市 から 大和
や ま と

郡
こおり

山
やま

市
し

周
しゅう

辺
へん

)に 移
うつ

した。  
 784 年 まで が「 奈 良 時代」。  

聖
しょう

武
む

天皇(在
ざい

位
い

724 年～749 年)の 招
まね

きで日本 に 来
き

た「唐 」の 高僧
こうそう

・鑑
がん

真
じん

(688 年～763
年)らが 、戒律

かいりつ

の普
ふ

及
きゅう

や 仏
ぶっ

教
きょう

の発
はっ

展
てん

に大き く貢
こう

献
けん

した。「鑑 真」は 日本 へ の 渡
と

航
こう

に 何
なん

度
ど

も 失
しっ

敗
ぱい

したが 、日本 に 戒
かい

律
りつ

を伝
つた

え
え

る 意
い

志
し

を 貫
つらぬ

き通
とお

した 。失
しつ

明
めい

の身
み

となり 、 教
きょう

典
てん

と 仏
ぶつ

像
ぞう

を 携
たずさ

え

て日本 に来た のは 、 67 歳の時 だっ た。  

「鑑真 」は、 奈良 の 唐
とう

招
しょう

提
だい

寺
じ

を創建
そうけん

した。  
「奈良 時代 」に 栄

さか

えた 高
こう

度
ど

な貴
き

族
ぞく

文
ぶん

化
か

は、 聖
しょう

武
む

天皇時 代の 元
げん

号
ごう

から「 天
てん

平
ぴょう

文
ぶん

化
か

」 と い

う。こ の 時
じ

期
き

に、歴
れき

史
し

書
しょ

「 古
こ

事
じ

記
き

」、「 日
に

本
ほん

書
しょ

紀
き

」や地
ち

誌
し

の 書
しょ

「風
ふ

土
ど

記
き

」など が作 られ た。  
「奈良 時代」 まで の 和歌

わ か

・約
やく

4,650首
しゅ

を 集
あつ

めたのが 「 万
まん

葉
よう

集
しゅう

」だ。  
         

 ◇「遣
け ん

隋
ず い

使
し

」と「遣
け ん

唐
と う

使
し

」◇  
朝

ちょう

廷
てい

が中国 文化を 輸
ゆ

入
にゅう

する ため 、7～ 9 世紀 に 、日本 から「 隋
ずい

」や「 唐
とう

」に 公
こう

式
しき

の 使
し

節
せつ

を派
は

遣
けん

した のが「 遣 隋 使 」、「遣 唐 使 」だ。 留
りゅう

学
がく

生
せい

や留学 僧
そう

など、 多い時 は約 500 人も 派

遣され た。  

「隋」 は中国 大
たい

陸
りく

を 統
とう

一
いつ

した 大
たい

国
こく

。607 年の「 遣隋使 」が 第
だい

一
いっ

回
かい

で 、 小野
お の の

妹
いも

子
こ

（ 飛鳥
あ す か

時

代の 政
せい

治
じ

家
か

、外
がい

交
こう

家
か

）が「聖徳 太子 」から「隋」の 王
おう

様
さま

宛
あて

の手
て

紙
がみ

を 預
あず

かって、海
うみ

を 渡
わた

っ た 。  
「隋」 が 619 年に 滅

ほろ

びた ため、「 遣隋 使 」 は 614 年 が 最 後 と な り 、 い っ た ん 休
きゅう

止
し

し た 。 
その後、「唐 」が 建

た

った ので、「 遣唐 使」 が 630 年から 始
はじ

まっ た。  
「 遣 唐 使 」 は 、 約 260 年 間 、 続 い た が 、「 唐 」 の 衰

すい

退
たい

や 「 航
こう

海
かい

の 危
き

険
けん

」 を 理
り

由
ゆう

に 、 894
年(寛

かん

平
ぴょう

6 年)に 廃
はい

止
し

された 。  
 

◇「平
へ い

安
あ ん

時代」と「摂
せ っ

関
か ん

政
せ い

治
じ

」◇  
「奈良 時代」に「 天

てん

平
ぴょう

文化」が栄
さか

えた ものの 、皇
こう

族
ぞく

や貴
き

族
ぞく

の 勢
せい

力
りょく

争
あらそ

いで政治 が 乱
みだ

れ た 。  
桓
かん

武
む

天皇
てんのう

は政治 を 立
た

て直
なお

すため 、794 年(延
えん

暦
りゃく

13 年)に今 の 京
きょう

都
と

に 平
へい

安
あん

京
きょう

を 造
ぞう

営
えい

し 、

そこに 都
みやこ

を 移
うつ

した。  
794 年か らの 「平 安 時 代 」は約 400 年間 続い た。  

仏
ぶっ

教
きょう

界
かい

にも新 しい 動
うご

きが 起
お

こり、唐に 渡
わた

った 僧
そう

侶
りょ

、最
さい

澄
ちょう

と 空
くう

海
かい

は 帰
き

国
こく

後
ご

、天
てん

台
だい

宗
しゅう

と 真
しん

言
ごん

宗
しゅう

を開
ひら

いた 。  
 9 世紀 に 入

はい

ると、藤
ふじ

原
わらの

鎌
かま

足
たり

の子
し

孫
そん

で ある「藤 原氏」一族
いちぞく

が天皇 の権
けん

威
い

と 結
むす

びついて 、勢

力を 伸
の

ばした。  
当
とう

時
じ

の貴族 社会で は、天 皇 の外
がい

戚
せき

( 母
ははかた

方の親
しん

類
るい

)であ るこ とが 重
じゅう

要
よう

視
し

された。藤原 氏 は

代
だい

々
だい

、天皇の 外戚 となり 、天皇が 幼
おさな

い時は 摂
せっ

政
しょう

とし て、天皇が 成
せい

人
じん

すると 関
かん

白
ぱく

(天皇 を 補
ほ

佐
さ

する 重
じゅう

職
しょく

)として 、政治 の 実
じっ

権
けん

を握
にぎ

った 。  
10 世紀 後半

こうはん

から 11 世紀頃 、藤原 氏が天 皇に 代
か

わっ て行わ れた政 治を 「摂 関政治 」とい

う。  
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◇「国
こ く

風
ふ う

文
ぶ ん

化
か

」◇  
 10 世 紀にな ると 、 新しい 日本 風

ふう

の文化 が 興
おこ

った。  
豊
ゆた

かな 経
けい

済
ざい

力
りょく

を持つ 上
じょう

流
りゅう

貴
き

族
ぞく

と僧
そう

侶
りょ

たち によ って 、唐風
とうふう

の文化 を日本 人 の生活 に 合
あ

わ

せるよ うに 工
く

夫
ふう

され、「 唐
から

様
よう

か ら和
わ

様
よう

への 転
てん

換
かん

」を 特
とく

色
しょく

とする 「国 風文化 」が生 まれ た。  
 奈

な

良
ら

時代 から 使
つか

われた 「 万葉
まんよう

がな」を もとに して、「 かな 文字
も じ

」が 作
つく

られ、11 世 紀には

「漢
かん

字
じ

」と「かな 」で 書
か

き 表
あらわ

す 日本 独
どく

特
とく

の文
ぶん

章
しょう

が生ま れ 、漢
かん

文学
ぶんがく

とと もに 、和
わ

歌
か

、随
ずい

筆
ひつ

、

物
もの

語
がたり

、日
にっ

記
き

など が 発
はっ

達
たつ

した。  
紀貫之
きのつらゆき

らによ って 、最初
さいしょ

の 勅
ちょく

撰
せん

和
わ

歌
か

集
しゅう

(天
てん

皇
のう

の命
めい

令
れい

で選
えら

ば れた和 歌を 編
へん

纂
さん

)で あ る「 古
こ

今
きん

和歌集 」が 編
へん

集
しゅう

された 。  
 「 かな文 学 」は 主

おも

に女
じょ

性
せい

に よって 書
か

かれ 、11 世紀 初
はじ

めには 、 紫
むらさき

式
しき

部
ぶ

の 長
ちょう

編
へん

小
しょう

説
せつ

『 源
げん

氏
じ

物
もの

語
がたり

』や 清
せい

少
しょう

納
な

言
ごん

の随
ずい

筆
ひつ

『 枕
まくらの

草
そう

子
し

』などの すぐ れた 作品
さくひん

が生まれ た。  
紀
きの

貫
つら

之
ゆき

の「 土
と

佐
さ

日
にっ

記
き

」は女性 が書 いた ように まとめ た 最初
さいしょ

の「か な文字 」日記 だ。  
 

◇「源
げ ん

氏
じ

」と「平
へ い

氏
し

」◇ 

 10 世紀の 中
なか

頃
ごろ

にな ると 、 朝
ちょう

廷
てい

の 力
ちから

が 衰
おとろ

え 始
はじ

め、各
かく

地
ち

で、 豪
ごう

族
ぞく

を 中
ちゅう

心
しん

に 武
ぶ

力
りょく

を 持
も

っ

た 集
しゅう

団
だん

が 勢
せい

力
りょく

を強
つよ

めた。その中 で 強
きょう

力
りょく

だった のが「 源氏」(「 源
みなもと

」の姓
せい

を 有
ゆう

す る 氏
し

族
ぞく

の総
そう

称
しょう

)と「 平
へい

氏
し

」(「 平
たいら

」の 姓を 有する 氏族の 総称)だ った。 

平
たいらの

将門
まさかど

が下総(今の 千
ち

葉
ば

県
けん

北
ほく

部
ぶ

と 茨
いばら

城
き

県の一
いち

部
ぶ

)を 拠点
きょてん

に関
かん

東
とう

の 大
たい

半
はん

を征
せい

服
ふく

した。 

一
いっ

方
ぽう

、 源
みなもとの

満仲
みつなか

が 摂
せっ

津
つ

(今の 大阪
おおさか

府
ふ

と 兵
ひょう

庫
ご

県の 一部)に土
ど

着
ちゃく

して いたが 、そ の 子
こ

、頼
より

信
のぶ

が千葉 県 南
なん

部
ぶ

の房
ぼう

総
そう

半
はん

島
とう

に 広
ひろ

がった 乱
らん

を鎮
ちん

圧
あつ

し、「 源氏」 の 東
とう

国
ごく

進
しん

出
しゅつ

のきっ かけ を つ く っ

た。  

 11 世 紀中頃 、 藤
ふじ

原
わら

氏
し

との 関
かん

係
けい

が薄
うす

い 天
てん

皇
のう

が 位
くらい

につく と、 天皇 に 政
せい

治
じ

の 実
じっ

権
けん

を 取
と

り 戻
もど

そ

うとす る動き が強 まっ た。  

後
ご

三
さん

条
じょう

天皇の 後
あと

を 継
つ

いだ白
しら

河
かわ

天皇(在
ざい

位
い

＝1072 年～1086 年)は 、1086 年 に 幼
おさな

い 堀
ほり

河
かわ

天

皇に 譲
じょう

位
い

したが 、 自
みずか

ら 上
じょう

皇
こう

(天 皇 の 位
くらい

を 譲
ゆず

った 後
あと

の呼
よ

び 名
な

)とし て 、政治 の実 権 を 握
にぎ

っ

て、力 を 発
はっ

揮
き

した。上 皇に よる政 治が 100 年 余
よ

続い た。  
 12 世 紀の中 頃に な ると、「源 氏」と「 平 氏」は、皇

こう

室
しつ

や藤原 氏の 争
あらそ

い に加
くわ

わり 、京 都で

勝
か

った 平
たいらの

清
きよ

盛
もり

が武
ぶ

士
し

として 初め て政 治の実 権を握 り、 勢
せい

力
りょく

を 飛
ひ

躍
やく

的
てき

に伸
の

ばした 。  
              
 
 



080

「中世」二節=
ちゅう せい

             

◇「鎌
か ま

倉
く ら

時
じ

代
だ い

」と「武
ぶ

家
け

政
せ い

治
じ

」◇ 

 「 平
へい

氏
し

」による 政権 は、 長くは 続かな かっ た。  
「政治 は少し も変 わら ない」 という 不

ふ

満
まん

が 広
ひろ

がり、「 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

」(1147 年～ 1199 年)や

「 源
みなもとの

義経
よしつね

」ら が「平 氏」 打
だ

倒
とう

に 立
た

ち上
あ

がった 。  
「頼朝 」の 支

し

配
はい

権
けん

は 全
ぜん

国
こく

に及
およ

び、1192 年(建
けん

久
きゅう

3 年)、 朝
ちょう

廷
てい

か ら 征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

(武
ぶ

士
し

の 統
とう

率
そつ

者
しゃ

として 最
さい

高
こう

の 地
ち

位
い

)に任
にん

命
めい

され た。 鎌
かま

倉
くら

に「武 家政治 」に よる 「 鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

」 が 開
ひら

か れ 、

「鎌 倉 時 代 」に入
はい

った。  
（「 鎌 倉 時 代 」 が 始

はじ

ま っ た 年
とし

を 、「 語呂
ご ろ

合
あ

わ せ 」 で 「 い い く に （ 1192）」 作
つく

ろ う 「 鎌 倉 幕

府」、と 覚
おぼ

える）。  
朝廷や 譲

じょう

位
い

した 太
だい

上
じょう

天皇な どの 政
せい

治
じ

力
りょく

は依
い

然
ぜん

強
つよ

かっ たが、公
こう

武
ぶ

(朝 廷 と 幕
ばく

府
ふ

)の 二
に

元
げん

的
てき

な支
し

配
はい

体
たい

制
せい

の中 で、武 士の 支
し

配
はい

力
りょく

は 次
し

第
だい

に強まり、「鎌 倉時代 」 は約 140 年 間
かん

続
つづ

いた。  
「鎌倉 幕府 」は 、将

しょう

軍
ぐん

と 御
ご

家
け

人
にん

(将軍に 仕
つか

える 者
もの

)が土
と

地
ち

を 仲
なか

立
だ

ち と し て 主
しゅ

従
じゅう

関
かん

係
けい

を 結
むす

ぶ

封
ほう

建
けん

制
せい

度
ど

に基
もと

づく 政
せい

権
けん

だった 。  
「頼

より

朝
とも

」の 死後
し ご

、子 の「 頼
より

家
いえ

」、「 実
さね

朝
とも

」の時
じ

代
だい

にな り、 主
しゅ

導
どう

権
けん

争
あらそ

いが 激
はげ

し さ を 増
ま

す 中 、

「頼朝」の妻・政
まさ

子
こ

の父
ちち

、「 北
ほう

条
じょう

時
とき

政
まさ

」が事
じ

実
じつ

上
じょう

の 実
じっ

権
けん

を握
にぎ

った。執
しっ

権
けん

政 治 と 呼
よ

び 、北
ほう

条
じょう

氏
し

一
いち

族
ぞく

が幕府 の政権 を 世
せ

襲
しゅう

した。  
 この 間

かん

、中国 の 宋
そう

と貿
ぼう

易
えき

が 盛
さか

んに行わ れ、日 本か らは 金
きん

、木
もく

材
ざい

、米
こめ

、漆
しっ

器
き

な ど を 輸
ゆ

出
しゅつ

し 、

大
たい

陸
りく

からは 宋
そう

銭
せん

や 陶
とう

磁
じ

器
き

、香
こう

料
りょう

などを 輸
ゆ

入
にゅう

した 。  
13 世紀 初め 、モ ンゴル(蒙

もう

古
こ

)高原
こうげん

のチ ンギス カン(成
じん

吉
ぎ

思
す

汗
かん

)が 中
ちゅう

央
おう

アジア から 南
みなみ

ロ シ

アまで を 征服
せいふく

。後
こう

継
けい

者
しゃ

が 大
だい

帝
てい

国
こく

を建
けん

設
せつ

し、中 国を 支
し

配
はい

し、国
くに

の名
な

を「 元
げん

」(1271 年～ 1368
年)と 定

さだ

めた。 

「元」 の 大軍
たいぐん

は、1274 年(文永
ぶんえい

11 年)と 1281 年(弘安
こうあん

4 年)に 九
きゅう

州
しゅう

北
ほく

部
ぶ

に 上
じょう

陸
りく

し迫
せま

っ

たが、 九州地 方の 武
ぶ

士
し

が 迎
むか

え討
う

ち、さ らに 暴
ぼう

風
ふう

雨
う

などの ため 敗
はい

退
たい

した。  
元の 軍

ぐん

の 襲
しゅう

来
らい

を「 元
げん

寇
こう

」(蒙
もう

古
こ

襲
しゅう

来
らい

)と呼ぶ 。  
 鎌

かま

倉
くら

、 室
むろ

町
まち

、安
あ

土
づち

桃
もも

山
やま

、 江
え

戸
ど

の各
かく

時
じ

代
だい

は、 幕
ばく

府
ふ

の 権
けん

力
りょく

者
しゃ

であ る 将
しょう

軍
ぐん

が 一
いっ

貫
かん

し て 天 皇 か

ら政治 の 大
たい

権
けん

を預
あず

かる 形
かたち

で政治 が行わ れた。天皇に 政 治の 実
じっ

権
けん

が返
へん

還
かん

される 1867 年(慶応
けいおう

3 年)の 大政
たいせい

奉還
ほうかん

までの 約 670 年余
よ

、「武 家政 治」が 続 いた。  
 

      ◇「鎌
か ま

倉
く ら

文
ぶ ん

化
か

」◇ 

 「鎌 倉時代 」に は、 武
ぶ

士
し

や庶
しょ

民
みん

の 素
そ

朴
ぼく

で質
しつ

実
じつ

な 気
き

風
ふう

を反
はん

映
えい

した文 化が 生
う

み出
だ

され た。  
一方で、「鎌 倉文化 」は大陸

たいりく

から 来た 僧
そう

侶
りょ

や 商
しょう

人
にん

によ って「宋」や「元」の 影
えい

響
きょう

を受
う

け

た。特
とく

に 仏
ぶっ

教
きょう

は、厳
きび

しい 戒
かい

律
りつ

などを 求
もと

めた 天
てん

台
だい

宗
しゅう

や真
しん

言
ごん

宗
しゅう

などと 異
こと

なり 、庶 民 を 対
たい

象
しょう

と

する 宗
しゅう

派
は

が広がり を見 せ、法
ほう

然
ねん

が 浄
じょう

土
ど

宗
しゅう

(｢南
な

無
む

阿
あ

弥
み

陀
だ

仏
ぶつ

｣という 念
ねん

仏
ぶつ

を 唱
とな

え れ ば 、死
し

後
ご

、

極
ごく

楽
らく

浄
じょう

土
ど

へ往
おう

生
じょう

でき ると 説
と

く)を 、親
しん

鸞
らん

が 浄
じょう

土
ど

真
しん

宗
しゅう

を 、日
にち

蓮
れん

が日
にち

蓮
れん

宗
しゅう

を、栄
えい

西
さい

が 臨
りん

済
ざい

宗
しゅう

を、 道
どう

元
げん

が曹
そう

洞
とう

宗
しゅう

を、そ れぞ れ 開
ひら

いた。  
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 文
ぶん

学
がく

では 、西
さい

行
ぎょう

の和
わ

歌
か

集
しゅう

「山
さん

家
か

集
しゅう

」、 藤 原
ふじわらの

定
てい

家
か

らが 編
へん

集
しゅう

し た「 新
しん

古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

」、 鴨
かもの

長
ちょう

明
めい

の随
ずい

筆
ひつ

「 方
ほう

丈
じょう

記
き

」、軍
ぐん

記
き

物
もの

「平
へい

家
け

物
もの

語
がたり

」(作
さく

者
しゃ

不
ふ

詳
しょう

)、吉
よし

田
だ

兼好
けんこう

の 随 筆「 徒
つれ

然
づれ

草
ぐさ

」な

どが生 まれた 。 

彫
ちょう

刻
こく

では、東
とう

大
だい

寺
じ

南
なん

大
だい

門
もん

の 金
こん

剛
ごう

力
りき

士
し

像
ぞう

(仏
ぶっ

師
し

・運
うん

慶
けい

と 快
かい

慶
けい

の 作
さく

)な ど 、写
しゃ

実
じつ

的
てき

で 力
ちから

強
づよ

い 作
さく

品
ひん

が作
つく

られ た。 陶
とう

器
き

が「宋 」や 「元」 から 伝
つた

わった 。  
 

◇「南
な ん

北
ぼ く

朝
ちょう

時
じ

代
だ い

」◇ 

 鎌倉 幕府の 力
ちから

が 徐
じょ

々
じょ

に 衰
おとろ

え
え

始
はじ

める と、幕府の 有
ゆう

力
りょく

な 御
ご

家
け

人
にん

（ 武
ぶ

将
しょう

）だ っ た「 足
あし

利
かが

尊
たか

氏
うじ

」

(1305 年 ～1358 年)が 幕府に 背
そむ

くなど 、 権
けん

力
りょく

争
あらそ

いは 複
ふく

雑
ざつ

な様
よう

相
そう

を見せ た。そ して 、 武 将

「 新
にっ

田
た

義
よし

貞
さだ

」 が 鎌 倉 幕 府 の 権
けん

力
りょく

を 握
にぎ

っ て い た 「 北
ほう

条
じょう

高
たか

時
とき

」 ら を 滅
ほろ

ぼ し 、 1333 年(元弘
げんこう

3
年)、鎌 倉幕 府は 幕

まく

を閉
と

じ た。  
 この 時、後

ご

醍
だい

醐
ご

天皇(在位 ＝1318 年 ～1339 年)は京都 に 帰
かえ

り、院
いん

政
せい

を排
はい

して、天 皇 自
みずか

ら

が政
せい

治
じ

を 行
おこな

う天皇 親
しん

政
せい

を始め た。 これを 「 建
け ん

武
む

の新政
し ん せ い

」とい う。  
これに 不

ふ

満
まん

を 持
も

った「足 利尊 氏」は 兵
へい

を 挙
あ

げ、京都 を 制圧
せいあつ

した。さ らに 、光
こう

明
みょう

天 皇 を 擁
よう

立
りつ

して、1338 年 には 自
みずか

ら征
せい

夷
い

大
たい

将
しょう

軍
ぐん

になり 「 室
むろ

町
まち

幕
ばく

府
ふ

」を開い た。 これが 「 北
ほく

朝
ちょう

」 で

ある。  

一方、京都 を 逃
のが

れた 後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇は吉
よし

野
の

(奈良 県 南
なん

部
ぶ

)の山
さん

中
ちゅう

に 立
た

てこ も り 、正
せい

統
とう

の 皇
こう

位
い

を

主
しゅ

張
ちょう

した。 これを 「 南
なん

朝
ちょう

」とい う。  
「南朝」と「北 朝」の 争

あらそ

いは約 60 年 間
かん

続
つづ

いたが 、「 足利尊 氏」の 孫
まご

「足利 義
よし

満
みつ

」が 将
しょう

軍
ぐん

になる 頃
ころ

には 次
し

第
だい

に収
おさ

まっ た。 この 時 代が「 南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

時代 」だ 。  
 中国 では 、1368 年に 朱

しゅ

元
げん

璋
しょう

(洪
こう

武
ぶ

帝
てい

)が「 元 」の 支
し

配
はい

を抑
おさ

え、漢
かん

民
みん

族
ぞく

の 王
おう

朝
ちょう

で あ る「 明
みん

」

(1368 年 ～1644 年)を 建
けん

国
こく

した。 

朝
ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

では、 李
り

成
せい

桂
けい

が 1392 年に 高麗
こうらい

を 倒
たお

し、 李
り

氏
し

朝
ちょう

鮮
せん

(「李
り

朝
ちょう

」。1392 年 ～1910
年)を 建

た

てた。  
 

◇「室
む ろ

町
ま ち

時代」◇ 

 「 足
あし

利
かが

尊
たか

氏
うじ

」の 孫
まご

である第 3代
だい

将
しょう

軍
ぐん

「足
あし

利
かが

義
よし

満
みつ

」が 南
なん

北
ぼく

朝
ちょう

の内
ない

乱
らん

を 収
おさ

め、1392 年(明徳
めいとく

3 年)に 「 室
むろ

町
まち

幕
ばく

府
ふ

」を築
きず

いた 。  
第 15 代 将軍「足利 義

よし

昭
あき

」が武
ぶ

将
しょう

「 織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

」と 不
ふ

和
わ

になり 、京 都 を 追
お

われ るま で の 約

180 年間 が「 室町時 代 」だ。  

「義満 」が京 都・ 室町
むろまち

の 邸宅
ていたく

で政治を 行った こと から 、「室町 幕府 」と呼 ば れる。  
「室町 時代」の 後半

こうはん

になる と、 将
しょう

軍
ぐん

の 力
ちから

が 弱
よわ

くなり、後
あと

継
つ

ぎを めぐる 争
あらそ

いをき っか け

に、1467 年(応
おう

仁
にん

元
がん

年
ねん

)、「 応
おう

仁
にん

の乱
らん

」が 起
お

こり、実
じつ

力
りょく

のあ る 者
もの

が上
うえ

の者に 取っ て 代
か

わ る「 下
げ

剋
こく

上
じょう

」の 世
よ

の中
なか

になっ た。  
広い 領

りょう

地
ち

を持つ 各
かく

地
ち

の大
だい

名
みょう

（ 殿
との

様
さま

）が、そ れぞれ 国
くに

をつく って その 支
し

配
はい

者
しゃ

に な る 戦
せん

国
ごく

時

代が約 100 年 続いた 。  

沖縄
おきなわ

(沖縄県)では 、1429 年(永
えい

享
きょう

元年)、 尚
しょう

巴
は

志
し

が「 琉
りゅう

球
きゅう

王
おう

国
こく

」を 築
きず

いた。  
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 「室 町時代 」の 文化 は、貴
き

族
ぞく

の文化と 庶民
しょみん

の文 化、大陸
たいりく

文化と 伝統
でんとう

文化な ど、文化 の 融
ゆう

合
ごう

が進
すす

み、 民
みん

族
ぞく

的
てき

文化と して 成
せい

熟
じゅく

して いった 。  
「能

のう

」、「 狂
きょう

言
げん

」、「華
か

道
どう

(生
い

け花
ばな

)」、「 茶
さ

道
どう

(茶
ちゃ

の湯
ゆ

)」は、こ の時代 に伝 統文化 として の 基
き

盤
ばん

を築
きず

いた 。  
能
のう

役
やく

者
しゃ

・能
のう

作者
さくしゃ

であ る「 観
かん

阿
あ

弥
み

」・「 世阿弥
ぜ あ み

」父子
ふ し

は、第 3 代 将軍「 義
よし

満
みつ

」の 保護
ほ ご

を 受
う

け 、

｢能｣を 極
きわ

めて 芸
げい

術
じゅつ

性
せい

の高
たか

い 歌
か

舞
ぶ

劇
げき

として 発
はっ

展
てん

させた 。  
「義

よし

満
みつ

」が 別荘
べっそう

として 京都 市 北
きた

山
やま

に造
つく

ったの が 金
きん

閣
かく

寺
じ

(鹿
ろく

苑
おん

寺
じ

)だ。  
三
さん

層
そう

のうち 上
うえ

二
に

層
そう

の 周
しゅう

囲
い

に金
きん

箔
ぱく

を張
は

った 楼
ろう

閣
かく

建
けん

築
ちく

で 、伝 統 的 な 寝
しん

殿
でん

造
づくり

風
ふう

と 禅
ぜん

宗
しゅう

寺
じ

院
いん

風
ふう

の折
せっ

衷
ちゅう

建
けん

築
ちく

とし て 有
ゆう

名
めい

だ。創
そう

建
けん

以
い

来
らい

の金 閣(舎
しゃ

利
り

殿
でん

)は 1950 年(昭 和 25 年 )に 放
ほう

火
か

で 焼
しょう

失
しつ

し、5 年 後
ご

の 1955 年に 再
さい

建
こん

された 。  
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この 年
とし

、アメリ カ・サン フラン シスコ で 開
ひら

かれた「連合 国」側 によ るサ ンフラ ンシス コ 会
かい

議
ぎ

で国
こく

際
さい

連
れん

合
ごう

憲
けん

章
しょう

が 定
さだ

められ 、10 月に 51 カ 国
こく

が参
さん

加
か

して「国際 連合(国連)」が 設立
せつりつ

さ れ

た。 

 

◇「日
に

本
ほ ん

国
こ く

憲
け ん

法
ぽ う

」と「国
こ く

際
さ い

社
し ゃ

会
か い

への復
ふ っ

帰
き

」◇  

 敗戦
はいせん

で日 本は 軍
ぐん

部
ぶ

による 政
せい

治
じ

支
し

配
はい

が 終
お

わった。 

「アメ リカ」のマッ カ ーサー 元
げん

帥
すい

を 最
さい

高
こう

司
し

令
れい

官
かん

とする「 連
れん

合
ごう

国
こく

軍
ぐん

総
そう

司
し

令
れい

部
ぶ

(Ｇ Ｈ Ｑ)」の

占
せん

領
りょう

政
せい

策
さく

によっ て、日 本の 民
みん

主
しゅ

化
か

が 始
はじ

まった。 

1945 年(昭和 20 年)12 月 以
い

降
こう

、労
ろう

働
どう

組
くみ

合
あい

の 結
けっ

成
せい

、婦
ふ

人
じん

参
さん

政
せい

権
けん

を 認
みと

め た 選
せん

挙
きょ

法
ほう

の 制
せい

定
てい

、財
ざい

閥
ばつ

解
かい

体
たい

、「６・３・３・４ 」の 新
あたら

しい 学
がく

制
せい

（小 学校 6 年・中学校 3 年・高等 学 校 3 年・大

学 4 年 ）の 発
ほっ

足
そく

、農
のう

地
ち

改
かい

革
かく

など の民 主化が 進
すす

められ た。 

 日本 の民主 化に 最も 重
じゅう

要
よう

な意
い

味
み

を 持
も

つのが、1946 年(昭和 21 年)11 月 3 日
み っ か

に公
こう

布
ふ

され 、

翌年の 5 月 3 日に 施
し

行
こう

され た「日 本国憲 法 」 だ。 

「日本 国憲法 」は 戦
せん

前
ぜん

の「 大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

」と 根
こん

本
ぽん

的
てき

に 異
こと

なり、「 主
しゅ

権
けん

在
ざい

民
みん

、基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

の 尊
そん

重
ちょう

、戦
せん

争
そう

放
ほう

棄
き

」が 三
さん

原則
げんそく

だ。さら に、天
てん

皇
のう

は「 日
に

本
ほん

国
こく

民
みん

統
とう

合
ごう

の 象
しょう

徴
ちょう

」とし て政
せい

治
じ

的
てき

中
ちゅう

立
りつ

の地
ち

位
い

にな り、衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

と参
さん

議
ぎ

院
いん

の 二
に

院
いん

制
せい

の国
こっ

会
かい

が「 国
こっ

権
けん

の 最
さい

高
こう

機
き

関
かん

」と 定
さだ

め ら れ た 。  

1952 年（ 昭和 27 年）、7 年 間
かん

続
つづ

いた 連
れん

合
ごう

国
こく

軍
ぐん

による 日
に

本
ほん

占
せん

領
りょう

は 幕
まく

を閉
と

じた。 

1956 年(昭和 31 年)に 、日本 の「国 際連 合(国連
こくれん

)」への 加
か

盟
めい

が 認
みと

められ、国際 社会へ の

復
ふっ

帰
き

を果
はた

たし た。 

 

          ◇「日
に ち

米
べ い

同
ど う

盟
め い

」が基
き

軸
じ く

 ◇ 

 日本 は 1951 年(昭 和 26 年)10 月、「ア メ リカ」のサン フラ ンシ スコで 開
ひら

かれ た 講
こう

和
わ

会
かい

議
ぎ

で、「ア メリ カ」を 中
ちゅう

心
しん

と する 48 カ 国
こく

と「サン フ ランシ スコ 平
へい

和
わ

条
じょう

約
やく

」を 結
むす

んだ。 

 1951 年 の「サン フ ランシ スコ平 和条 約」 調
ちょう

印
いん

と同
おな

じ日 、日 本は「ア メ リカ 」との 間
あいだ

で

「日
にち

米
べい

安
あん

全
ぜん

保
ほ

障
しょう

条
じょう

約
やく

（日 米 安
あん

保
ぽ

条約)」を 結
むす

び、日本 国内
こくない

へのアメ リカ 軍
ぐん

の 駐 留
ちゅうりゅう

を 認 め

た。さ らに 1960 年(昭和 35 年)に、 日本 の防
ぼう

衛
えい

力
りょく

強
きょう

化
か

や 日
にち

米
べい

経
けい

済
ざい

協
きょう

力
りょく

の 推
すい

進
しん

な ど を

内容
ないよう

とする「 新
しん

日米安保 条約 」に 改定
かいてい

した。学
がく

生
せい

を 中
ちゅう

心
しん

に、条約 改 定に 反対
はんたい

する 激
はげ

しい「 安
あん

保
ぽ

闘
とう

争
そう

」が 展開
てんかい

されたが 、6 月に 批
ひ

准
じゅん

された 。 

 第二 次世界 大戦 後
ご

の 世
せ

界
かい

は、超
ちょう

大
たい

国
こく

である 資
し

本
ほん

主
しゅ

義
ぎ

・自
じ

由
ゆう

主義陣
じん

営
えい

の 盟
めい

主
しゅ

・「 ア メ リ カ 」

と、 共
きょう

産
さん

主義・ 社会
しゃかい

主義陣 営の 盟主・「 ソ 連
れん

」の 対立
たいりつ

、いわ ゆる「 東西
とうざい

冷戦
れいせん

」が 1991 年

（平成 3 年 ）ま で続 いた。 そうし た中 で、 日本は 一貫
い っ か ん

して「 日米 同盟
どうめい

」を 基
き

軸
じく

とし、「 日

米 協
きょう

調
ちょう

路
ろ

線
せん

」に よる 外
がい

交
こう

・安
あん

全
ぜん

保
ほ

障
しょう

の 道
みち

を歩
あゆ

んで いる。 安倍首 相は 、2017 年 2 月 、 ア

メリカ の第 45代
だい

大
だい

統
とう

領
りょう

に 就
しゅう

任
にん

した 直
ちょく

後
ご

のドナ ルド・ト ラン プ 氏
し

と首
しゅ

脳
のう

会
かい

談
だん

を行 い、「 日

米同盟 はアジ ア 太
たい

平
へい

洋
よう

地
ち

域
いき

の平
へい

和
わ

・ 繁
はん

栄
えい

及
およ

び自
じ

由
ゆう

の 礎
いしずえ

であ る」こ とを 確
かく

認
にん

した 。  
 

           

          ◇「日本」と「アジア」◇ 
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1950 年 6 月か ら 1953 年 7 月 まで続 いた 朝
ちょう

鮮
せん

戦
せん

争
そう

《 韓
かん

国
こく

（大
だい

韓
かん

民
みん

国
こく

） と 北
きた

朝 鮮（ 朝 鮮

民主主 義 人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

）との 紛
ふん

争
そう

》が 、日本に も大き な 影
かげ

を落
お

とし た。約  300 万人 が 命
いのち

を

落した この戦 争で は 、米
べい

軍
ぐん

を主
しゅ

体
たい

とす る 国
こく

連
れん

軍
ぐん

が韓国 側
がわ

に立 ち 、中
ちゅう

国
ごく

（ 中
ちゅう

華
か

人
じん

民
みん

共
きょう

和
わ

国
こく

）

が最
さい

終
しゅう

的
てき

に北 朝鮮 支
し

援
えん

に回
まわ

った 。こ の結果 、 米
べい

国
こく

と中国の 関
かん

係
けい

が 悪
あっ

化
か

した。  
日本は 1952 年 に「 台

たい

湾
わん

」を選
せん

択
たく

し、日
にっ

華
か

平和条 約を 締結
ていけつ

した 。日本で は、「 台湾 」に 好
こう

意
い

的
てき

な親
しん

台
たい

派
は

の 力
ちから

が強
つよ

く、「東 西冷 戦 」下
か

で、「中 国」に対 し て 嫌
けん

悪
お

や 不
ふ

信
しん

感
かん

を 抱
だ

く 日
に

本
ほん

国
こく

民
みん

が少
すく

なく なかっ た。  
しかし、自

じ

民
みん

党
とう

の 田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

氏
し

が 1972 年 7 月に首 相に 就任 する と同
どう

時
じ

に、中 国 と の 国
こっ

交
こう

回
かい

復
ふく

へ向
む

けた 行
こう

動
どう

を 起
お

こした 。その 年の 9 月、 周
しゅう

恩
おん

来
らい

総
そう

理
り

の 招
しょう

待
たい

で田中 首 相 が 訪
ほう

中
ちゅう

、歴
れき

史
し

的
てき

な日
にっ

中
ちゅう

首
しゅ

脳
のう

会
かい

談
だん

が 実
じつ

現
げん

し、9 月 29 日、 両
りょう

首脳が「 日中 共
きょう

同
どう

声
せい

明
めい

」に 調
ちょう

印
いん

した 。日 本

はそれ まで 国
こっ

交
こう

のあっ た「 台湾」 に 断
だん

交
こう

を通
つう

告
こく

。中国 との 間で、 1978 年（ 昭和 53 年） 8
月、「 日中 平

へい

和
わ

友
ゆう

好
こう

条約」が締結 され た 。そ の後、日本 の首相 や 閣
かく

僚
りょう

ら の「 靖
やす

国
くに

神
じん

社
じゃ

参
さん

拝
ぱい

」

などを めぐっ て、 日中 関係が 悪
あっ

化
か

する 時
じ

期
き

が少な くな かった 。  
2017 年 11 月、安倍 首 相はベ トナム で中 国の 習

シー

近
チン

平
ピン

・国
こっ

家
か

主
しゅ

席
せき

と会 談、「 両
りょう

国
こく

の関 係 を 改
かい

善
ぜん

するこ と」で 一
いっ

致
ち

した。し かし、中 国との 間
あいだ

では、「 歴
れき

史
し

認
にん

識
しき

」や 、沖
おき

縄
なわ

県
けん

の「 尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

」

（中国 名で 釣
ちょう

魚
ぎょ

島
とう

）の 領
りょう

有
ゆう

権
けん

をめぐ って、 ギクシ ャク した 関係が 続いて いる 。  
韓国と の間で は、1965 年(昭 和 40 年)6 月 に「 日

にっ

韓
かん

基本条約」が 調
ちょう

印
いん

され た。「 従
じゅう

軍
ぐん

慰
い

安
あん

婦
ふ

問題」は、2015 年 に、日本の 安倍首 相が「心 からお 詫
わ

び
び

と 反
はん

省
せい

の気持ち 」を 表
ひょう

明
めい

し 、

日本政 府が「 元
もと

慰安 婦を 支
し

援
えん

するた めの韓 国の 財
ざい

団
だん

」に 約 10億
おく

円
えん

拠
きょ

出
しゅつ

すること で、 日 韓

両政府 の間で 合
ごう

意
い

した。し かし、「 従軍慰 安婦 問 題」はく すぶ り 続
つづ

け、島
しま

根
ね

県
けん

の「竹
たけ

島
しま

」を

めぐる 領有権 問題 も 時
とき

折
おり

、 表
ひょう

面
めん

化
か

する。  
         ― ――― ――― ―― ―― ――― ――― ―― ―  

一方
いっぽう

、大
たい

国
こく

「ロシ ア（ロ シア 連
れん

邦
ぽう

）」との 間
あいだ

では、北
ほっ

海
かい

道
どう

の 東
ひがし

に 位
い

置
ち

す る 北方
ほっぽう

四島
よんとう

（ 歯
はぼ

舞
まい

諸島
しょとう

、色
しこ

丹
たん

島、国後
くなしり

島、択捉
えとろふ

島）の 帰
き

属
ぞく

問
もん

題
だい

が解
かい

決
けつ

し ていな いため 、「 日
にち

ロ
ろ

平
へい

和
わ

条 約 」は

2018 年 2 月 時
じ

点
てん

で、まだ 締結さ れてい ない 。  

 

 

「戦
せ ん

後
ご

70 年」＝2015 年 8 月 15 日

日本は 、2015 年 8 月 15 日に、「戦 後 70 年 」を 迎
むか

えた。  

   ・「天
て ん

皇
の う

陛
へ い

下
か

」の「おことば」  ・「安
あ

倍
べ

首
し ゅ

相
しょう

」の「談
だ ん

話
わ

」  

 ・天皇陛 下は 、戦後 70 年の 終
しゅう

戦
せん

の 日
ひ

・2015 年 8 月 15 日 、政 府 主
しゅ

催
さい

の 全
ぜん

国
こく

戦
せん

没
ぼつ

者
しゃ

追
つい

悼
とう

式
しき

で、次 のよう に 述
の

べられ た。  
 「こ こに 過

か

去
こ

を 顧
かえり

み、さ き の大
たい

戦
せん

に対 する 深
ふか

い反
はん

省
せい

とと もに 、今後 、戦争 の 惨
さん

禍
か

が 再
ふたた

び繰
く

り 返
かえ

されぬこ とを 切
せつ

に 願
ねが

い、全
ぜん

国民 と共に 、 戦
せん

陣
じん

に散
ち

り、 戦
せん

禍
か

に 倒
たお

れ た 人々
ひとびと

に

対し 、心
こころ

からなる 追
つい

悼
とう

の 意
い

を 表
ひょう

し、世界の 平和と 我
わ

が 国
くに

の一層 の発
はっ

展
てん

を 祈
いの

り ま す 」  
・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・  




